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 議 録 

 

令和７年５月２６日第２回芽室町教育委員会会議を芽室町役場２階応接・会

議室で開催した。 

 

○開会時間   １４時５８分 

 

○閉会時間   １５時３０分 

 

○出席委員   教育長職務代理者          鳥 本 和 宏 

委員                福 井 栄 子 

委員                松 久 大 樹 

委員                土 井 槙 悟 

 

○欠席委員   なし 

 

○出席職員   教育長               程 野   仁 

教育推進課長            坂 口 勝 己 

教育推進課給食センター長      側 瀬 美 和 

生涯学習課図書館長         藤 澤 英 樹 

教育推進課教育推進係長       林   宏 明 

生涯学習課社会教育係長       藤 村   学 

生涯学習課スポーツ振興係長     梅 森 祐 之 

教育推進課教育総務係長       金 須 智 秋 
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日程第１ 会議録署名委員の指名 

日程第２ 前会議録の承認 

日程第３ 教育長の報告 

日程第４ 報告第４号  就学困難な児童生徒に係る就学援助認定の件 

日程第５ 報告第５号  芽室町奨学金貸付の件（非公開） 

日程第６ 報告第６号  区域外就学認定の件（非公開） 

日程第７ 議案第６号  教育委員会の学校訪問実施の件 

日程第８ 議案第７号  教育委員会の道外研修実施の件 

日程第９ 議案第８号  芽室町学校給食運営協議会委員委嘱の件 

日程第１０議案第９号  芽室町社会教育委員委嘱の件 

日程第１１議案第１０号 芽室町部活動地域移行推進協議会委員委嘱の件 

日程第１２議案第１１号 芽室町図書館協議会委員委嘱の件 

 

◎日程第 1「会議録署名委員の指名」 

○程野教育長 本日の委員会の出席は 5 名であり、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第 14 条第 3項に基づき、教育長及び在任委員の過半数

が出席していますので、本日の委員会は成立いたしました。 

これより、第 2回教育委員会会議を開会いたします。 

日程第 1「会議録署名委員の指名」について、芽室町教育委員会会議規

則第 16 条に基づき、教育長及び会議で決めた委員 1 名とすることから、

本会議の会議録署名委員は土井槙悟委員とします。 

 

◎日程第 2「前会議録の承認」 

○程野教育長 日程第 2「前会議録の承認」についてでありますが、前会議録

について質疑等ございますか。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、前会議録のとおり承認いたします。 

 

◎日程第 3「教育長の報告」 

○程野教育長 日程第 3「教育長の報告」についてです。 

まず、今週末 5月 31 日は中学校の体育祭、上美生中学校は小学校と合

同の運動会であります。来週 6 月 7 日は小学校の運動会ということで、

教育委員も御都合のつく限り観覧いただければ幸いです。 

各課からお願いします。 

教育推進課長。 

○坂口教育推進課長 1 ページ、教育推進課所管事業の主なものについて、御

報告させていただきます。 
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前回 4月 30日開催の教育委員会会議及び教育委員会協議会において御

審議や御意見をいただきました、次期芽室町立小中学校配置計画策定に

係る、芽室町学校教育推進協議会の第 1回目の会議を 5月 16 日に開催い

たしました。 

当日は委嘱状交付の後、岩野真志会長と副会長 3 名の役員を選出した

ほか、今後実施するアンケート調査の内容等について審議いただきまし

た。今後はさらに、次期配置計画策定に向けた動きが加速してまいります。

教育委員の皆様にも、随時、情報提供や御意見を賜ってまいりたいと考え

ております。 

教育推進課は以上です。 

○程野教育長 図書館長。 

○藤澤生涯学習課図書館長 生涯学習課所管事業について御説明いたします。 

2 ページを御覧ください。4 月 30 日水曜日、今年 3 月にトレーシー市

を訪問しました中学生の帰町報告会を町長ほか出席いただきまして実施

したところでございます。 

次に、5月 9日金曜日に、白樺学園高等学校 3年生が芽室町内で遠足を

行い、町内探検と健康プラザにおいてゲートボール体験会を実施したと

ころでございます。同日に、第 38 回発祥の地杯全国ゲートボール大会、

第 1 回実行委員会を行いました。8 月 30、31 日で本大会を行う予定でご

ざいます。 

3 ページを御覧ください。5 月 14 日水曜日に、令和 7 年度めむろ柏樹

学園入園式を実施いたしました。今年度新たに入園したのは 14 名で、総

勢 130 名で開園したところでございます。 

続きまして、5月 19 日月曜日、めむろスポーツ健康ウィーク 2025 第 1

回実行委員会を開催しております。チャレンジデーに代わる事業として

昨年度から時期の見直しを行いまして、今年度も 6 月下旬に行う予定で

ございます。事業詳細を決定しましたら、皆様にも御案内するところでご

ざいます。 

生涯学習課は以上です。 

○程野教育長 以上、教育長の報告といたします。 

この後の会議について、2件の非公開の日程がありますので、非公開の

決定をお願いします。 

日程第 5 報告第 5号芽室町奨学金貸付の件、日程第 6 報告第 6号区

域外就学認定の件については、芽室町教育委員会会議規則第 12 条第 1号

に規定する、公開することにより個人の権利を侵害する恐れのある事項

に当たりますので、非公開としたいと思いますが、よろしいですか。 

（「はい」と発する声あり） 
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○程野教育長 それでは以上 2件、非公開といたします。 

 

◎日程第 4「報告第 4号 就学困難な児童生徒に係る就学援助認定の件」 

○程野教育長 日程第 4「報告第 4号 就学困難な児童生徒に係る就学援助認

定の件」、説明願います。 

教育推進課長。 

○坂口教育推進課長 1 ページ、「報告第 4 号 就学困難な児童生徒に係る就

学援助認定の件」について御説明いたします。 

学校教育法及び要保護及び準要保護児童生徒認定要領に基づき認定し

ましたので、御報告いたします。 

2 ページを御覧ください。令和 7年 5月 1日現在の認定総括表で、これ

らは令和 7年 4月及び 5月の申請に係るものであります。 

申請世帯は 105 世帯で、このうち 91 世帯を認定したものであります。

認定世帯の内訳では、要保護世帯 1世帯、準要保護世帯 90 世帯で、準要

保護世帯の内訳は、経済的困窮世帯 35 世帯、以下、記載のとおりでござ

います。なお、不認定世帯は 14 世帯であります。 

ページ中段以下は、各小中学校別の認定者数、不認定者数で、準要保護

認定者数につきましては、小学校 76 名、中学校 52 名、合計 128 名で、右

上の表にありますように、認定率は 8．7％となっております。 

以上で、報告を終わります。 

○程野教育長 本件について認定率 8.7％、前回は 2桁ですよね。 

○坂口教育推進課長 最終的には、前年度比、去年の 5月 1日でいくと 9.6％

となっています。また徐々に上がっていくと思われます。 

○程野教育長 認定世帯数が減ってきているという状況、そういう傾向があ

ると思います。 

本件について、質疑はございますか。 

鳥本教育長職務代理者。 

○鳥本教育長職務代理者 過去 10 年で認定者数が半分以下というところで、

芽室町として良いのか悪いのか分からないのですが、今後、来年小学校の

給食の無償化や中学校も国の方で考えている中で、就学支援というのは

大事なところではあると思いますが、考え方や方向性を考える時期に来

ているのかなと思っています。もし、小学校、中学校の給食が無償化にな

るのであれば、逆に全員が教材費等々の援助をしても良いのではないか

という、いろいろな選択ができると思いますので、今後この数字でどうの

ではないのですが、方向性を考えてもらえたらなと思います。 

○程野教育長 教育推進課長。 

○坂口教育推進課長 これはあくまでも認定申請に対する認定率となってお
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ります。認定の基準といたしましては、生活保護基準の 1.3 倍ということ

で、そこは過去からもぶれておりませんので、おおむねそれに該当する方

は手を挙げてくるという流れとなっております。 

もしかしたら当たるかもしれないという思いで出される方もいらっし

ゃるかもしれませんが、だとしても実際にどういった方を対象にするか

というのは、基準としては変わっていないのが今までの傾向となってお

ります。 

我々からすると、必要なところに行き届かないということにならない

ように、そういった制度がありますよというのは、毎年新たに対象となる

ような方に対しても手が届くように、学校を通じて案内をさせていただ

いております。 

ただ、今、御提案のあった給食費含めてとなると、認定基準をどうする

べきかというところは、まだ、考えを持ち得ていないところです。 

○程野教育長 給食費の無償化の動きはまだ不透明なところがありますが、

小学校から先に行うということなので、小学校の浮いたお金で、中学校も

町独自で、無償化にするという方法もあると考えております。 

物価高騰で生活困窮している家庭も多くなっているので、可能な限り

やれることをやっていきたいと思います。またその際は、教育委員にも相

談したいと思っております。 

本件について、質疑はよろしいですか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、本件について異議なしと認め、報告のとおり承認い

たします。 

 

◎日程第 5「報告第 5号 芽室町奨学金貸付の件（非公開）」 

○程野教育長 それでは、日程第 5「報告第 5号 芽室町奨学金貸付の件（非

公開）」、説明願います。 

以下、非公開 

 

◎日程第 6「報告第 6号 区域外就学認定の件（非公開）」 

○程野教育長 日程第 6「報告第 6号 区域外就学認定の件（非公開）」、説明

願います。 

以下、非公開 

 

◎日程第 7「議案第 6号 教育委員会の学校訪問実施の件」 

○程野教育長 日程第 7「議案第 6号 教育委員会の学校訪問実施の件」説明

願います。 
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教育推進課長。 

○坂口教育推進課長 14 ページ、日程第 7「議案第 6 号 教育委員会の学校

訪問実施の件」について、御説明いたします。 

教育活動及び教育環境の実情や教育現場の現状を把握することを目的

として、教育委員会の学校訪問を実施しようとするものであります。 

15 ページを御覧ください。令和 7 年度教育委員会学校訪問実施要領で

あります。1の学校訪問スケジュールでありますが、記載のとおり 7月 11

日、金曜日、7月 14 日、月曜日、7月 18 日、金曜日の 3日間を予定して

おります。 

16 ページに進んでいただき、2の訪問者は記載の 8名で、3の説明を受

ける内容等につきましては、学校経営等の説明、協議及び授業参観で、時

間配分や説明を受ける内容につきましては、昨年同様を予定しておりま

す。 

以上で説明を終わります。 

○程野教育長 本件について、質疑はございますか。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、本件について異議なしと認め、原案のとおり承認い

たします。 

 

◎日程第 8「議案第 7号 教育委員会の道外研修実施の件」 

○程野教育長 日程第 8「議案第 7号 教育委員会の道外研修実施の件」説明

願います。 

教育推進課長。 

○坂口教育推進課長 17 ページ、日程第 8「議案第 7 号 教育委員会の道外

研修実施の件」について、御説明いたします。 

教育行政の推進及び改善・充実に資することを目的に、教育委員会の道

外研修を実施しようとするものであります。 

教育委員会による視察研修については、本町教育を取り巻く環境や課

題を踏まえて研修内容を定めて実施しており、新型コロナウイルス感染

症の影響による令和 2 年度から令和 5 年度までの実施見送りの経過を経

て、昨年度から再開したところです。道外研修については平成 30 年度に

三鷹市教育委員会へコミュニティ・スクールについて、東京都荒川区立第

二日暮里小学校へＩＣＴ教育の推進について視察して以来の実施となり

ます。 

18 ページの令和 7 年度芽室町教育委員会視察研修（案）を御覧くださ

い。 

研修内容は学力・体力の向上や部活動の地域移行・展開に関する課題及
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び解決方策で、目的は「自ら未来を拓く力を育む教育の推進」実現のため、

本年度から 3か年計画で「芽室町ＰＬＵＳ教育プロジェクト」を推進中で

ありますが、さらなる改善や充実のため、他府県の教育施策を学び、本町

の教育行政の発展を目指そうとするものであります。 

3 番目の視察研修先は、本町の友好姉妹都市である岐阜県揖斐川町の揖

斐川町教育委員会と、京都市の京都市教育委員会及び京都国立博物館等

で、揖斐川町教育委員会においては、学力・体力向上や部活動の地域移行・

地域展開等について、京都市教育委員会においては、小中一貫学習支援プ

ログラムや義務教育 9 年間の学びの充実に向けた取り組み等について研

修することを予定しています。 

訪問予定日時及び場所や参加者、19 ページにお進みいただき行程案は

資料記載のとおりであります。 

以上で、説明を終わります。 

○程野教育長 本件について、質疑はございますか。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 今回、全員で行けるということで大変嬉しく思います。 

それでは、本件について異議なしと認め、原案のとおり可決いたします。 

 

◎日程第 9「議案第 8号 芽室町学校給食運営協議会委員委嘱の件」 

○程野教育長 日程第 9「議案第 8号 芽室町学校給食運営協議会委員委嘱の

件」説明願います。 

教育推進課長。 

○坂口教育推進課長 20 ページ、日程第 9「議案第 8 号 芽室町学校給食運

営協議会委員委嘱の件」について、御説明いたします。 

芽室町学校給食センター条例施行規則に基づき、委員を委嘱しようと

するものであります。 

21 ページを御覧願います。現委員の任期は令和 6 年 6 月 1 日から令和

8 年 5 月 31 日までの 2 年間でありますが、2 名の委員から退任の申し出

があったことから、新たに名簿の 8番目の大浦千聖さんと、9番目の嶋野

晴華さんを委嘱しようとするもので、任期につきましては 22 ページに記

載の芽室町学校給食センター条例施行規則第 8 条第 2 項に基づき、前任

者の残任期間である令和 8年 5月 31 日までとするものであります。 

以上で、説明を終わります。 

○程野教育長 前任者の関係で残任期間 2 人、変わったということでありま

す 

質疑はございますか。 

（「なし」と発する声あり） 
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○程野教育長 それでは、本件について異議なしと認め、原案のとおり可決い

たします。 

 

◎日程第 10「議案第 9号 芽室町社会教育委員委嘱の件」 

○程野教育長 日程第 10「議案第 9 号 芽室町社会教育委員委嘱の件」説明

願います。 

図書館長。 

○藤澤図書館長 担当の社会教育係長から御説明いたします。 

○程野教育長 社会教育係長。 

○藤村社会教育係長 23 ページ、「議案第 9 号芽室町社会教育委員委嘱の件」

を御覧ください。 

芽室町社会教育委員設置条例第 2 条及び第 4 条の規定に基づき、委員

を委嘱しようとするものであります。 

現在の委員の任期は、令和 7年 5月 31 日までとなっております。新た

な任期の委員をすまいる 4月号で公募いたしました。 

24 ページを御覧ください。団体推薦が 5 名、公募による再任が 5 名、

新たな応募があった方、下からの 3 名なのですが、新たに 3 人公募いた

だきまして、合計 13 名となっております。 

任期は令和 7年 6月 1日から、令和 9年 5月 31 日までとなっておりま

す。 

以上でございます。 

○程野教育長 本件について、質疑はございますか。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、本件について異議なしと認め、原案のとおり可決い

たします。 

 

◎日程第 11「議案第 10 号 芽室町部活動地域移行推進協議会委員委嘱の件」 

○程野教育長 日程第 11「議案第 10 号 芽室町部活動地域移行推進協議会委

員委嘱の件」説明願います。 

図書館長。 

○藤澤図書館長 担当のスポーツ振興係長から御説明いたします。 

○程野教育長 スポーツ振興係長。 

○梅森スポーツ振興係長 27 ページ、「議案第 10 号 芽室町部活動地域移行

推進協議会委員委嘱の件」につきましては、芽室町部活動地域移行推進協

議会設置規則第 3条の規定に基づき、委員を委嘱するものであります。 

29 ページをお開きください。こちらは設置規則で第 3 条に記載の学校関

係者、その他関係団体などから、教育委員会が適当と認めた者のうちから、
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教育委員会が委嘱又は任命することとなっております。 

委員は、同条第 2項に記載のとおり 12 名以内であり、28 ページに記載の

方に委員を委嘱しようとするのであります。 

本委員におかれましては、昨年 5月 29 日に開会されました第 2回芽室町

教育委員会会議において決定いただいておりますが、人事異動に伴いまし

て、ナンバー2並びにナンバー3の学校関係者におきまして、新たに委員を

委嘱しようとするものであります。 

説明につきましては、以上であります。 

○程野教育長 学校関係者の異動にともなって、2名委員が交代するというこ

とでありますが、質疑はございますか。 

  松久委員。 

○松久委員 任命についてという話ではなくて、細かい話で大変恐縮なので

すが、この名簿がそのまま最終的に決定した後に外に出るのか分かりま

せんが、三つの委員名簿を見て振り仮名がバラバラになっています。 

カタカナと平仮名と、振り仮名なしという氏名がありました。 

このままの形で外に出るのであれば、少し格好悪いなと思いました。教

育委員会内で振り仮名はこれを使うと決めておいたほうがよいのではな

いでしょうか。 

○程野教育長 委員会から発出するものなので、一本化するような方向で、調

整させてください。 

それでは、本件について異議なしと認め、原案のとおり可決いたします。 

 

◎日程第 12「議案第 11 号 芽室町図書館協議会委員委嘱の件」 

○程野教育長 日程第 12「議案第 11号 芽室町図書館協議会委員委嘱の件」

説明願います。 

図書館長。 

○藤澤図書館長 31 ページ、議案第 12「議案第 11 号芽室町図書館協議会委

員委嘱の件」について、御説明いたします。 

芽室町図書館設置及び管理条例第 6 条第 2 項の規定に基づき、委員を

委嘱しようとするものでございます。 

32 ページをお開きください。委嘱の理由でございます。令和 7 年 5 月

31 日付け任期満了に伴いまして、芽室町図書館設置及び管理条例第 6 条

第 2 項の規定に基づき図書館協議会委員を委嘱しようとするものでござ

います。 

委員の名簿につきましては 8 名でございます。再任 4 名、新任 4 名で

ございまして、学校教育に関係する者、社会教育に関係する者、学識経験

のある者、この規定の中から 8名を選出いたしました。 
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以上で説明を終わります。 

○程野教育長 本件について質疑ございますか。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、本件について異議なしと認め、原案のとおり可決い

たします。 

今後の日程をお願いします。 

〇事務局 6 月の教育委員会会議につきましては、6月 16 日 15 時から、よろ

しくお願いいたします。こちら、一般質問がなくても契約に関係する議件が

ありますので、開催させていただきます。定例会議につきましては、6月 27

日金曜日 15 時からよろしくお願いいたします。 

以上になります。 

○程野教育長 第 2回教育委員会会議を終了いたします。 

 

 

会議録署名  教育長   程 野   仁 

   

  会議録署名  教育委員  土 井 槙 悟 

 

 

 

 

 


